
   四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例及び四街道市特定教育・保育施設及  

   び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例  

 

 （四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例（平成２年条例第３号）の一部を  

 次のように改正する。 

  第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。  

  （費用の受領） 

 第６条 市長は、四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に  

  関する条例（平成２７年条例第５号）第３条に規定する利用者負担額、四街道市立保  

  育所時間外保育運営規則（昭和６２年規則第１３号）第８条に規定する延長保育料及  

  び四街道市一時保育事業実施規則（平成１４年規則第３２号）第８条に規定する一時  

  保育事業利用料のほか、保育所の保育において提供する便宜に要する費用について、  

  入所又は利用をする児童の保護者から支払を受けるものとする。 

 （四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一 

 部改正） 

第２条 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例  

 （平成２７年条例第５号）の一部を次のように改正する。  

  第１条中「支給認定保護者又は」を「教育・保育給付認定保護者又は」に、「支給認 

 定保護者等」を「教育・保育給付認定保護者等」に改める。  

  第３条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  

  第４条及び第６条中「支給認定保護者等」を「教育・保育給付認定保護者等」に改め  

 る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の  

 利用者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる特定教育・保育 

 施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教  

 育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額については、なお従前の例による。  

 

 

 

 


